
2024年6月スタート！
定額減税制度を悪用した還付金詐欺にご注意！

　今年 6 月から納税者を対象とした所得税 ( 国税 )、個人住民税 ( 地方税 ) の特別控除 ( いわゆる定額減税 ) が実施され
ています。この制度開始にあたり、公的機関の市町職員などの名前をかたって、個人宅に電話をかけ「還付金を受け取られ
ますので」等と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号などを聞き出すとともに、さらには ATMコーナーへと案内させ、現金
を振り込ませて騙し取る「還付金詐欺」の発生が予想されます。この制度悪用による詐欺事犯にはくれぐれも注意しましょう。

★ご相談や困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
　長崎県消費生活センター　（☎824‒0999）　長与町消費生活相談窓口　（☎883‒1111）

●電話での「役場の〇〇です。定額減税の還付金のお支払いがあるので、通帳を持参してATMに行ってください。」
●SMSでの「税務署の〇〇です。定額減税のため、添付のURLにアクセスして口座番号と暗証番号を入力してください。」

【被害に遭わないために !!】

●今回の定額減税については、役場等の公的機関から電話やメール・SMS などで口座情報を聞き出したり、ATM の操
作をお願いすることは一切行っていません。心当たりのない電話やメール等があった場合、絶対に銀行口座情報等は伝
えてはいけません。

●税の支払いに関して、「通帳を持ってATMに行ってください」は還付金詐欺の典型的な手口です。相手に言われるまま
ATMコーナーに行って操作しないようにしましょう。

●心当たりのないメールや SMSが送られてきた場合、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報等を入力したりせず、
速やかに削除してください。

●被害のご相談は最寄りの交番や警察署にお問合せください。

消費者注意報

【次のような電話やメール、SMS(ショートメール )は詐欺を疑いましょう!!】

年金
だより

障害基礎年金について
長崎北年金事務所　☎861-1354　長崎南年金事務所　☎825-8701
健康保険課年金係　☎801-5821

問申・

　国民年金加入中に、病気やケガ、心の病などのために重い障害が残り、国民年金法により定められた障害等
級表１級・２級の状態にある時に支給される年金です。

＜障害基礎年金を受けるための要件＞
次の１～３のすべての要件を満たした場合に支給されます。
１. 初診日（障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日）において、国民年金の被保険者で
あること。または、60 歳以上 65 歳未満の方（年金制度に加入していない期間で、老齢基礎年金を繰り上
げて受給している方を除く）で、日本国内に住所を有していること。

２.保険料の納付要件を満たしていること。（20歳前の年金未加入期間に初診日があるときは納付要件不要）
３.障害認定日において、法令で定められた障害等級表による１級、または２級の障害であること。
※ 障害認定日とは、病気やケガにより初めて医師の診療を受けた日（初診日）から原則として１年６か月を
経過した日。または、１年６か月前に症状が固定した日。

＜障害基礎年金額（令和６年度）＞

※子の加算額は、障害基礎年金受給者に生計を維持されている子（18歳になった後の最初の3月31日までの子、
または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子）がいるときに加算されます。

対象者 1級 2級 子の加算額

昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 813,700円

1人につき 234,800円

1人につき   78,300円

2人まで

3人目以降

マインドフルネスについて もとやま心のクリニック
本山　俊一郎　先生

　人の話を聞いているのに、さっき見たメールの
事が気になったり、子どもと一緒にいるのに明日の
仕事のことを考えたりすることはありませんか？過
ぎてしまった過去の事を思い出してくよくよした
り、まだ起きていない未来の事を考えて不安に
なったりと、心は、無意識のうちに過去や未来に
いってしまいます。そういったときに、後悔、不安、
緊張などが生まれます。逆に、「今ここ」に心を置く
ことができれば、自分の今の心の状態に気付きや
すくなり、自分の感情と上手く付き合えるようにな
ります。このような考え方を実践する方法として、
マインドフルネスというものがあります。
　マインドフルネスとは、「評価や判断をしないで、
今この瞬間に、意図的に注意を向けること」。簡単
にいうと、自分を観察する方法です。マインドフル
ネスで大事な事は、継続すること。毎日５分でもい

いので、続けることが大切です。マインドフルネス
には、すぐに不安や焦りが無くなるような即効性は
ありません。心の筋トレのようなものです。体験を
重ねることで、考えや感情にとらわれることが減
り、今やるべきことに集中できやすくなります。
　マインドフルネスのやり方は様々ですが、目の前
の何か１つに意識を集中させる、という特徴があり
ます。呼吸に集中する、足の裏の感じ方に注意を
向ける、今、この時に集中するといったものが多く
あります。お風呂に入る行為１つとっても、今日の事
や明日の予定を考えながらなんとなく入るお風呂
と、肌に触れるお湯の暖かさ心と体がゆるんでい
くのを感じながら入るお風呂とでは、満足感が違っ
てきます。

　健康と体力維持を目的にチームワークを大切に明るく
元気にソフトボールを楽しんでいます。メンバーは21名で
平均年齢は71歳です。天満宮公園で毎週木・土曜日に練
習しています。練習の甲斐があって６月25～26日に東彼
杵町民グラウンドで開催された全日本ハイシニア（68歳
以上）長崎県大会で、強豪をおさえ決勝で諫早ハイシニ
アを４対１で破り、優勝することができました。９月21～
23日に兵庫県で開催される全日本ハイシニア全国大会
に長崎県代表として出場します。チーム一丸となって頑張
りますので、皆さまの応援よろしくお願いします。

代表　西村 薫（岡中央） ☎090-5730-7764

※必ず写真を添付してください。また、写真は広報ながよに掲載することの承諾を受けてください。
※広報として適当でないと思われるものは掲載できません。また、すべての原稿を掲載できるわけではありません。何卒ご了解ください。

長与シニアソフトボールクラブ

投稿記事を募集しています！

左の二次元コードから投稿または、
長与町公式LINEに「広報ながよ投稿」と送信してください。
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